
●申請様式
提出部数 該当する書類

原本 コピー 許可 更新

① (有料)職業紹介事業許可申請書(様式第１号) 第１面・第２面 １ ２ ○ ○

② (有料)職業紹介事業計画書(様式第２号) 表面 １ ２ ◎ ◎

③ 届出制手数料届出書(様式第３号) 表面 1 2 ◎ △

④ 職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第６号) 第１面・第２面 1 2 ◎ △

■有料職業紹介事業 許可申請提出書類一覧(法人)

●添付書類
提出部数 該当する書類

原本 コピー 許可 更新

①
定款(または寄附行為)

※事業目的に「職業紹介事業」があること
※最後のページ余白に原本証明がされていること(代表者印)
※内容に変更がある場合は株主総会議事録も添付すること

－ ２ ○ △ ●

②
登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) ※事業目的に「職業紹介事業」があること

R4.7.19～登記情報連携システムから当室において登記事項情報出力が可能となり、提出が省略できます。
１ １ ○ △ ●

③
代表者・役員の住民票 (本籍地または在留資格記載のもの)

※登記簿に記載されている全員分(監査役含む)が必要
※マイナンバー(個人番号)の記載のないもの ※全世帯分は不要です

１ １ ○ △ ●

④

代表者・役員の履歴書
※登記簿に記載されている全員分(監査役含む)が必要
※写真不要 ※「氏名(ふりがな)」「生年月日」「住所」「最終学歴」「職歴」「賞罰の有無」を記載
※職歴は「入社・退社の年月」「役員の就任・退任」を明記し、職歴と職歴の間に空白がある場合、
その間の状況も「求職活動、家業手伝い、法人設立準備」等記載してください

１ １ ○ － ●

資産・資金に関する書類

⑤ 直近の事業年度に係る「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」 － ２ ○ ○ ●

⑥
法人税の納税(確定)申告書 (別表1、別表4)

※税務署受付印が鮮明なものでお願いします
※電子申請の場合、税務署の受付番号または受信通知メール等も添付してください

－ ２ ○ ○ ●

⑦ 法人税の納税証明書 (その２所得金額用) ※税務署が発行したもの １ １ ○ ○ ●

⑧ 会社設立時の貸借対照表 ※法人を設立してから最初の決算が終了していない場合 － ２ ○ － ●

事業所に関する書類

⑨
(借りている場合) 建物の賃貸借契約書

※「事務所」として継続使用可能であること(更新規定があること)
※使用目的が「事務所」または「職業紹介事業」など事務所として使用できること

－ ２ ◎ －

⑩
(申請者が所有している場合) 建物の登記事項証明書 ※土地にかかる部分は不要

R4.7.19～登記情報連携システムから当室において登記事項情報出力が可能となり、提出が省略できます。
1 １ ◎ －

⑪ 事業所の平面図 (賃貸・自己所有いずれの場合も必要)

※職業紹介責任者の机、個人情報保管場所(施錠可能なこと)、 縦横の長さ・面積を記載、任意で作成
－ ２ ◎ －

⑫ 手数料表 《マニュアルP116-121 参照》 ※届出制手数料の場合のみ提出 － ２ ◎ △

※②③⑦⑩⑬については、発行日が3か月以内のものを提出してください

○印は事業主単位、◎印は事業所単位で提出
△は変更があった場合に提出
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●添付書類（続き）
提出部数 該当する書類

原本 コピー 許可 更新

職業紹介責任者に関する書類

⑬ 職業紹介責任者の住民票 (本籍地または在留資格記載のもの)

※マイナンバー(個人番号)の記載のないもの ※全世帯分は不要です
１ １ ◎ △

⑭ 職業紹介責任者の履歴書 １ １ ◎ －

⑮ 職業紹介責任者講習 受講証明書 ※申請の受理日前5年以内の受講日のものに限る ー ２ ◎ ◎

⑯ 個人情報適正管理規定 《マニュアルP122、123 参照》 － ２ ◎ △

⑰ 業務の運営に関する規定 《マニュアルP112~114 参照》 － ２ ◎ △

国外にわたる職業紹介を行う場合

⑱ 相手先国の関係法令 ※日本語訳も添付 － ２ ◎ △

⑲
(取次機関を利用しない場合)

相手先国において事業者の活動が認められていることを証明する書類 ※日本語訳も添付

－ ２ ◎ △

⑳
(取次機関を
利用する場合)

取次機関および事業者の業務分担について記載した契約書等
※日本語訳も添付

－ ２ ◎ △

相手先国で取次機関の活動が認められていることを証明する書類
※日本語訳も添付

－ ２ ◎ △

取次機関に関する申告書(通達様式第10号) 《業務運営要領P164 参照》 － １ ◎ △

その他 確認書類

㉑

(役員・職業紹介責任者が他法人役員を兼務し、その法人の事業が貸金業又は質屋営業の場合）

その法人の定款・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等のコピー
※事業目的が確認できれば会社案内やHPを印刷したものでも結構です

１ 1 ○ △

㉒

●収入印紙 5万円 （1事業所分）

※複数事業所の同時申請の場合、1事業所につき1万8千円を加算する

●登録免許税 9万円 納付済み領収証の原本

※福島税務署の窓口、または金融機関の窓口で納付書による納付）

許可更新時は

収入印紙 1万8千円

（1事業所につき）

※登録免許税なし

申請
手数料

○印は事業主単位、◎印は事業所単位で提出△は変更があった場合に提出

提出前に再確認！！
□申請書・計画書の記載に漏れ、不備はありませんか？ (住所の番地表記、担当者の連絡先等)

□登記簿・住民票は発行日から3カ月以内のものを提出します。

□ 資産関係の書類は揃っていますか？ 電子申請の場合は受付番号もしくは受付メール詳細が必要です。

□ 履歴書の記載に漏れ・不備はありませんか？(職歴の空白期間、賞罰の有無、年月日間違い等)

□登記簿の事業目的に紹介禁止業務が含まれる場合は「誓約書」の作成が必要です。

□ 「居所証明書」 (住民票と居所が異なる場合)が必要な役員や職業紹介責任者の方がいれば作成が必要です。

□ 登録免許税の領収証書(原本)と収入印紙は揃っていますか？

□提出部数は申請様式は3部(原本1部、写し2部)、添付書類は2部ありますか？


